
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
家
畜
衛
生
部
会
運
営
内
規
（
案
）

平

成

十

九

年

八

月

二

十

四

日

食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
家
畜
衛
生
部
会
決
定

第
一
条

食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
家
畜
衛
生
部
会
（
以
下
「
部
会
」
と
い
う

）
の
運
営
は
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
令
（
平
成

。

）

（

「

」

。
）

、

十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
九
号

及
び
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
議
事
規
則

以
下

議
事
規
則

と
い
う

に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か

こ
の
内
規
に
よ
っ
て
行
う
。

２

部
会
の
運
営
に
関
し
こ
の
規
定
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
部
会
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条

議
事
規
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
部
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
小
委
員
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
小
委
員
会
の
所
掌
事
務
は
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

名

称

所

掌

事

務

、

、

。

牛
豚
等
疾
病
小
委
員
会

一

家
畜
衛
生
部
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち

牛
豚
等
の
疾
病
に
係
る
専
門
的

技
術
的
な
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と

二

牛
豚
等
の
疾
病
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
助
言
を
行
う
こ
と
。

、

、

。

家
き
ん
疾
病
小
委
員
会

一

家
畜
衛
生
部
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち

家
き
ん
の
疾
病
に
係
る
専
門
的

技
術
的
な
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と

二

家
き
ん
の
疾
病
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
助
言
を
行
う
こ
と
。

プ
リ
オ
ン
病
小
委
員
会

一

家
畜
衛
生
部
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
プ
リ
オ
ン
病
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

二

プ
リ
オ
ン
病
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
助
言
を
行
う
こ
と
。

第
三
条

小
委
員
会
の
会
議
は
、
部
会
長
が
招
集
す
る
。

第
四
条

小
委
員
会
に
小
委
員
長
を
置
き
、
小
委
員
会
に
属
す
る
臨
時
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。

第
五
条

小
委
員
会
の
議
長
は
、
小
委
員
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

第
六
条

小
委
員
長
は
、
小
委
員
会
の
会
議
に
お
け
る
審
議
の
経
過
を
部
会
の
会
議
に
報
告
す
る
。


